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一般社団法人

総合型地域スポーツクラブ

ツυロプ
〒519-0416 二重県度会郡玉城町下田辺 800番地 玉城町中央公民館内

勾 卜 FAX 0596口 58由 6555  https:〃
tamaspoEWeb■ fc2田 COm/

y tamaspodadeBplala日 0可p たまスポホームページ QRコード→

事務局開局時間 全日 9:00～ 20:00(年末年始閉局)



会員区分 年会費 (保1険1料含む)

子ども・中学生 2,000円

般 4,000円

65歳以上伸込み耐 3,200円

賛 助 会 員 □ 5,000円

たまき文化スポーツクラブは玉城町民以外の方もどなたでも入会できます。

申込用紙 (様式第4号)に必要事項をご記入の上、年会費を添えてたまき文化スポーツクラブ事務局

へお申し込みください。裏面の規約をお読みください。

定員制のものについては、先着順、定員になり次第締め切ります。

子ども達の参加 (送迎など)については、保護者の責任で行つてください。

日程、場所及び内容については、一部変更の場合がありますのでご承知おきください。

①会費、保険の有効期限は、2025年 3月 34日 となります (途中入会も同条件です)。

②会員登録された方には、会員証を発行します。各種教室やイベント等で提示を求める場合がありますの

で、紛失しないように注意してください (再発行には、手数料が必要です)。

③一度お支払いいただいた会費、参加費についてはお返しできませんのでご了承ください。

①非会員の方|よ、イベント参カロ時には保険が適応されますが、教室参加時は適応されませんのでお気をつけ

下さい。
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イベントや教室の実施の有無、天

候等による中止や

休語の緊急連絡に

使用します。

httpVttww・ z由zjpr,tamaspO・mb

●◆0◆ 0◆ ●●●◆◆◆●●●◆●●0● ●●●●●●●●●◆●●●●●◆●◆●●●◆。

※別途申込、団費が必要になります。
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― 、お客 様

二 、世 間 様

三 、お さ や ん

三 方 よ しの 店
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〒519-0415三重県度会郡玉城町田丸244番地
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初心者でも

安心・安全
対象 :中学生以上の女性

参力8費 :会 員 3,000円 /6回

非会員 3,500円 /6回

日時 :4～ 6月 、7～9月 、10～12月

4～3月

第 1、 3フ」く曜  19:30～ 20:30

場所 :中央公民館 和室

<8人以上で開講>

心と体をいたわる.夜の]ガ教室 ゆつくり
ゆつたとジ

f番地よく…会員

1,000円 /年

毎週木躍日

10:00～ 11 :30

中央公民館ホール

′,          留

対象

参力B費

曰時

場所 :

いきいき中口健康体操

健

　

康

心も体も

しなやかに
対象 :小学生以上

参力a費 :会 員 500円 /半期

非会員 200円 /回

目時 :第 2、 3、 4金躍

19:30～20:30
場所 :中央公民館ホール

た|ま|スポ スト|レッチー 粘りの体カ

太極拳対象 :会員

参〕8費 :会 員 1,300円 /月

体験 :会 員 4回無料

)F会員 200円 /回×4回

日時 :毎週木躍

49:30～ 21:30
場所 :田丸小学校体育館

※土躍教室は滴員のため募集
しません。

はじ|めての大極拳

めぐりをよくして

イキイキ元気対象 :一 般

参力8費 :会 員 3,000円 /8回

非会員 3,500円 /8回

囲日寺 :4月～7月、9月～12月…8回

1月～3月 …6回 l暖房.照明代含む)

第2、 4土躍

10:00～ 11 :20

場所 :中央公民館ホール

心と体ほチベツトヨガ
Iジ フレツシュ!

楽しく

対象 :一般

参力8費 :会 員 2,000円 /月

)F会員 2,500円 /月

日時 :毎週金躍

10:00ヘン11 100

場所 :中央公民館 和室

′ヽレトン

スポーツジムで

筋カアップ窪 :

・週 1回会員 年会費 1,000円

・週 2国会員 年会費 4,000円

40:00'Ψ 22:00

10:00～ 16:00(日 躍日のみ)

対 象

会員 (高校生以上)

場 所

トレーニングセンター

日 時

ドレーエン.グセ|ンタとで健康づくり

ツ

ス
　

ポ

ン ンのトド

楽しきを満瞑対象 :小学生以上・初心者OK
参力8費 :500円 /半期

非会員 200円 /回

日 B寺 :毎週土曜

13:00ヘン16:00
場所 :体育センター

みんなで楽しくパドミントン

腕壱磨きます

切盛琢磨

対象 :バ ドミントン経験のある方

中学生以上

(中学生は保護者同伴)

会 員 300円 /回

非会員 400円 /固

毎週人躍

20:00～ 22:00
体育センター

参加費

日時

場所

経験者パドミントン

※教室によつては、電気代、空調代を集金する所があります。
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ツ

ス

　

ポ

ソフトなポール
エキサイテイング

バレー対象 :一般

効B費 :会 員 無料

非会員 200円 /回

日時 :毎週水躍

20:00～ 22:00

場所 :体育センター

ソフトパレ…ボール 健康と集中カ
ピーンと空気が
張りつめます対象 :小学生以上

参加費:会 員 1,200円 /半期

非会員  200円 /回

日時 :毎週水躍

19:30～ 21 :00

場所 :中央公民館ホール

スポーツ健康吹き矢

テニスコー子

初心者から

指導します
対象 :一般 (中学生以上)

参

'0費

:会 員 1,300円 /月

(半期―括払いは 7,000円 )

非会員 1,800円 /月

日時 :第 1、 3本躍日

19:30～ 21 :30

場所 :テニスコー ト

硬式テエス教室 卓球熱

上昇中・・

参力8費 :非会員 100円 /回  :

場所 :体育センター    i

対 象 :会員

参力B費 :600円 /半期

日 8寺 :毎週水曜日

9:30″彰11 :30

対 象 :会員 (小学生以上)

参加費 :500円 /半期

日 時 :毎週木躍日

19100″ヤ21 :30

※〕F会員は昼・夜とも 200円 /回

対 象 :小・中・高生 (会員)

日 時 :毎週土躍日

19:00″Ψ21 :30

●昼

●夜

●土曜

卓球を楽しもう

レベルアップを

めぎ髯う !対象 小学生

参力B費 :会 員 1,000円 /月

非会員 1,500円 /月

日時 :第 1、 3人曜日

18:00ヘン19:00

場所 :お城広場

小学生サッカ
ーースクール

子

ど

も

教

室

楽しくプレー

コー子と
し1つ しよIE

刑ヽ学生

会 員 1,000円 /月

非会員 1,500円 /月

毎週日曜

初級① 18:00～ 19100

初級② 19:00～ 20:00

テニスコー ト場 所

日時

対象

参加費

小学生硬式テニス教室

対 象

①年少～小2(定員 20人 )

②小3～州(6(定員 20人 )

日 時

毎週土曜日

②43:00～ 15:00

①15:30～ 16:30

場 所

田丸小グランド

参力8費

① 2,000円 /月

② 3,000円 /月

※詳しくはお問い合わせ下さい。

※園児には保護者が付き添つてください。

‐

‐

し

ー

ジュエア陸上教室

バレーの基礎を

しく学びます
対象 :4年生～ 6年生 (会員)

参)]費 :会 員 1,000円 /年

日時 :毎週土曜

9:00～ 12:00

場所 :田丸小学校体育館

～
η

ば

・▲
年
一

む

戸

，

各

l的 と

ジユニア′甘レーボール



子

ど

も

数

室

とぴ箱、マツトを

楽しもう !対象 :①年中～年長

②小学生

参,8費 :3,000円 /月

日時 :第 1、 2、 3木曜日

①16:30～ 17:20

②17:30～ 18:20

場所 :体育センター

ジュニア体操数室 夏体みの
泳カアップ
まちがいなし

対象 :小学校高学年

参加費:2,000円一律 (保険料含)

小学校が夏休み中

日時 :10:00～ 12:00

場所 :町営プール

小池流保存会

関IP ttOPダンス・スクー♂♭
日時 :第 1、 2、 3人躍

48:30～入門クラス

(園児におすすめ)

19:30～初級クラス

(小学生におすすめ)

その他の十教室も|あります

■

■

口

B
H

子で楽しみなが

音楽に触れ合い
学んでいきます♪対象 :1歳半～3歳の未就園児と親

参加費:会 員 2,500円 /月

非会員 3,000円 /月

日時 :第 1。 第 3土曜 彼更の場飼剥)

10:20～ 11 :10

場所 :中央公民館ホール

(5組以上で開講、7組まで

親子リトミック

そ

の

他

春と秋にゴルフ教室を開催ラ定です。初心者か

ら中級 。上級までレベルに合わせて、少人数教室

を計画しています。

今年度は4月 41日 (本 )

より開催 します。

※詳しくはお問い合わせ下さい。

ゴ ル フ 教.室
マージャンは脳の トレーエングに効果がある楽しいゲー

ムです。初めての方でも半年でプレーできるように指導

します。ぜひご参加ください。

対象 :一般

参打8費 :会 員 100円 /圃

非会員 200円 /回

照明代:100円 /月

エアコン使用時 100円 /週

日時 :毎週人曜 第2週 9:30～42:00

第 1、 3、 4週  13:00-16:00

毎週木躍 13:00～ 16:00

毎週金躍 13:00～ 16:00

場所 :中央公民館 lF会議室

健康マージヤン

文

化

活

動

楽器をもつて

集まろう対象 :一般

参加費:会 員 1,200円 /年

〕に会員 200円 /回

日時 :毎月第3日曜15:00～ 17:00

場所 :中央公民館 2階小会議室

吹奏楽を楽しもう

お
楽
し
み
イ
ベ
ン
ト

・春と秋にゴルフコンペ

・農業体験 (芋掘り)

・健康マラソン

村山龍平杯駅伝

・八イキング 等、計画しています

声を出すつて

気持ちいい !!

心も身体も健康に :

参加費:会 員 1,500円 /月

非会員 2,000円 /月

日時 :毎月 第 2、 4炎躍

9:45～10:45

場所 :中央公民館 和室

(定員女性10名〉

楽しく健康|ボイストレ中エン

無料体験・見学は随時実施中です。お気軽にどうぞ。



様式第 1号

【個 人】 年  月  日受付

′]、 りがな

名  前

新規

更新

男

女

会員Nα

生年月日 S・ HoR 年   月   日 (   歳)

会 費

円

住  所

T

連 絡 先

TEL 携 帯

E‐mail

会員区分 学校 (  )年 一般 65歳以上

希望教室名

教室メニューから希望の教室名をお書きください。

※太枠内は必すこ記入ください。

※会員は一人 1枚申込書を出してください。家族会見の欄はなくなりました。

※イベント等の連絡をメールで行いますので、携帯か′〔ソコンのメ…ルアドレスをお書きください。

※お預かりする個人情報につきましては、当クラブの運営及び連絡等以外に使用しません。
また、個人の同意なしに第3者への開示、提供をすることはありません。(法令等により、開示を求める場合を除きます)

個人情報は、たまき文化スポーツクラブにて厳重に管理致します。

★裏面のたまき文化スポーツクラブの規約をお読みいただき、同意書に記名・捺印をお願いします。

会員が18歳未満の場合は、保護者の方が記名 。捺印をお願いします。

同 意 書

クラブ規約に同意の上、活動中、万―不慮の事故及び障害について、当クラブ指定の保険摘要事項以外は本クラブに

責任を間わないことを約束し、入会いたします。

年   月   日 本人氏名

代表者氏名 ◎

本人が18歳未満の場合

保護者氏名 ◎

今年度も更新手続きを、お忘れなく!!手続きの際は、お持ちの会員カードを持参して事務局へお越しください



一般社団法人 たまき文化スポーツクラブ規約

(名 称)

第 1条 本クラブは、「一般社団法人 たまき文化スポーツクラブ」 (以下「本
クラブ」)と称する。

(目 的)

第2条  本クラブIよ、「誰もが、いつでも、どこでも、しヽつまでも気軽にス
ポーツができる環境づくり」をめざし、玉城町における生涯スポー

ツ活動及び文化活動の振興を図り、青少年の健金育成、町民の健康
体力の保持増進を推進することにより、スポーツと文化活動を通じ、

世代を超えたコミニュティづくりに寄与することを目的とする。

(事 業)

第3条  本クラブは、前条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。

(1)スポーツ教室、文化教室の開催              
´

(2)ク ラブ活動への支援

(3)スポーツ大会、各種イベント、健康づくり事業の開催

(4)各種研修会、諸習会等の開催

(5)本 クラブに関する広報活動

(6)その他、本クラブの目的達成のために必要な事業

(ク ラブの構成)

第4条  本クラブIよ、会員によつて構成さイlる。
2 会員は、次の者とする。

(1)会員 本クラブの目的に賛同して入会し、本クラブの活動に参加する者
(2)賛助会員 本クラブの目的に賛同し、事業を援助できる者又は団体

(入会資格)

第5条  本クラブに入会する者は、次の要件を備えていなければならない。

(1)原則として玉城町に在住又は勤務し、クラブの目的に資同する者とす
る。ただし、本クラブの目的に賛同する者であイlば、玉城町外であつ

ても入会することができる。

(2)本クラブの定める諸規定を厳守する者であること。

(会員資格の喪失)

第6条  本クラブの会員の資格は、脱退、除名、死亡及び年会費未納によっ

て喪失する。

(除 名)

第フ条  本クラブは、第5条の要件に違反した会員に対して、本部役員会の

議決を経て除名することができる。

(入会の手続き)

第8条  本クラブに入会を希望する者は、所定の手続きに従い申し込むもの

とする。また、入会後、入会申し込み時の記載事頂に変更が生じた

場合には、速やかに届け出なければならない。

(会 費)

第9条  会員が納める費用は、次のものをいう。

① 年会費  ② 保険料  ③ 受講料・参加費など

(会費の納入)

第 10条 会員は、入会手続き時に年会費を支払うものとする。

(会費の返還)

第 11条 ―旦入金した会費等は、理由の如何にかかわらす返還しないものと

する。ただし、受講料・参加費などは返還する場合がある。

(役員等)

第 12条 本クラブに次の役員を置く。

① 代表理事兼会長 1名    ② 理事兼副会長3名以内

③ クラブマネージャー 1名  ④ 副クラブマネージャー 1名

⑤ 監事2名
第 13条 本クラブに、顧間を置くことができる。
2 顧間は、代表理事兼会長が委嘱し、必要に応じて代表理事兼会長の諮問

に応じる。

(役員等の選出)

第 14条 代表理事兼会長、理事兼副会長、監事は総会により選出する。
2 副クラブマネージャーは会長が指名する。

第 可5条 イベン ト企画運営委員は会員の中から、本部役員会の承認を経て代
表理事兼会長が指名するも

(役員等の職務)

第 16条 役員の職務は次のとおりとする。

(1)代表理事兼会長は、本クラブを代表し会務を総括する。

(2)理事兼副会長は、代表理事兼会長を補佐し、代表理事兼会長に事故等
がある時は、あらかじめ代表理事兼会長が定めた順序により、その職務
を代行する。        '

(3)本部役員会は、事業計画、財務、連絡調整、広報活動にあたる。

(4)イ ベント企画運営委員は、各種イベントの企画運営にあたる。

(5)監事は、本クラブの財務を監査する。

(役員の任期)

第 1フ 条 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げないものとする。

(ク ラブマネージャー)

第 18条 クラブマネージャーは本部役員会で指名する。
2 クラブマネージャーは、代表理事兼会長が兼ねることができる。

(職 務)

第 19条 クラブマネージャーは、本クラブの事業・運営全般や事務処理に関
する業務を行う。

(会 議)

第20条 本クラブに次の会議を置く。

(1)総会

(2)本部役員会

(3)理事会

(4)イベント企画運営委員会

(5)教室代表者会

(総 会)

第2]条 総会は、本クラブの諸運営に関わる最高議決機関とする。

2 総会|よ 、代表理事兼会長が必要に応じて招集し、理事3名と監事 2名の

合計過半数の出席にて成立とする。ただし、委任状をもつて出席とみな

す。
3 総会は、次に掲げる事項につしヽて審議し、承認・決定する。

(1)本クラブの基本方針に関すること

(2)この規約の制定及び改廃に関すること

(3)事業計画及び報告に関すること

(4)予算及び決算に関すること             ,
(5)役員に関すること

(6)その他、本クラブ運営に関し重要な事項

(本部役員会)

第22条 本部役員会は、代表理事兼会長、理事兼副会長、クラブマネージャー、

副クラブマネージャー、監事をもって構成する。
2 本部役員会は、代表理事兼会長が招集し、事業の計画及び運営に関する

事項を協議し、決定する。
3 本部役員会は、総会を開催するいとまのなしヽ場合において、クラブの目

的を達成するためやむを得ないと認められる時は、総会の権限に属する

事項について審議し、承認 決定することができる。

(理事会)

第23条 理事会は、代表理事 1名と理事 2名の 3人をもつて構成し、定例
で開催する。

2 理事会は、本部役員会の決定をうけ、実務を執行する。又、詳細の決定

権を有する。

3 理事会は、総会を開催するいとまのない場合において、クラブの目的を

達成するためやむを得ないと認められる時は、総会の権限に属する事項
について審議し、承認・決定することができる。

(イベント企画運営委員会)

第24条 イベント企画運営委員会には、委員長 ]名、副委員長 1名を置く。
2 イベント企画委員会は、必要に応じて告イベントの前に開催する。

(事務局)

第25条 本クラブの事務を処理するために事務局を置く。当面事務所を度会

郡玉城町下田辺800番地 玉城町中央公民館内に設置する。

(資 金)

第26条 本クラブの資金|よ 、以下のものとする。

(1)年会費 (保険料含む)

(2)事業等による収入

(3)助成金

(4)寄付金、協賛金

(5)委託金

(6)その他

(資金の管理)

第27条 本クラブの資金は事務局が管理する。

(予算及び決算)

第28条 本クラブの予算及び決算は、監事の監査を経て総会の承認 議決を

必要とする。

(年度会計)

第29条 本クラプの会計年度は、毎年4月 1国に始まり、3月 31日 に終了
する。

(事故の責任)

第30条 会員は、本クラブ活動に際しては、本クラブの諸規定及び施設管理

責任者並びに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するも
のとする。これに違反して盗難 障害等の事故が起こつても、本ク
ラブ及び指導者等に対し、一切の損害賠償を請求しないものとする。

(保険の加入)

第31条 会員は、本クラブの指定する保険に加入しなければならない。本ク
ラブIよ、その活動中の傷害をはじめ―切の事故については、本クラ

ブの加入する保険の対象範囲内でのみ対応するものとする。

(破損の処置)

第32条 使用施設 設備等を破損させ施設管理者に損害を与えた場合は、原

則として使用者の責任において弁償復旧の措置をとるものとするが、

適正な範囲の使用において生じた破損については、使用者は直ちに

本クラブと連絡を取り、その都度協議し、対策をとるものとする。

(細 則)

第33条 本規約に定めなしヽ事項及び運営上必要な細則は、総会の議決によつ

て定める。

(規約の改正)

第34条 本規約は、総会の議決によって随時改正することができる。

附 則

本規約は、平成23年 7月 31日から施行する。

改正  平成24年 4月 20日
改正  平成26年 7月  1日
改正  平成29年 5月 21日
改正  令和 1年 5月 19日
改正  令和 3年 8月 5日


